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区のサービス・手続き・施設のご案内は、しんじゅくコール☎（3209）9999（午前8時〜午後7時）・FAX（3209）9900へ。 

はがき・ファックス等の記入例

※往復はがきは、各記事で指定がある場合のみ。　
※費用の記載のないものは、原則として無料。　
※電子メールは、件名に講座・催し名を記入。

①講座・催し名 ②〒・住所 ③氏名（ふりがな）
④電話番号（往復はがきの場合は、返信用にも住所・氏名）

講座・催し等の申し込み

●�百人町地域交流館・百人町児童館�
（百人町2-18-21）
　募集要項・現地説明会申込書等は
問合せ先で配布しているほか、新宿
区ホームページ（右二次元コード）か
ら取り出せます。
指定期間 令和9年4月1日から5年間
応募資格 法人格があり、施設の管理運営業務の
経験が豊富な企業・団体
業務内容 高齢者の福祉・健康増進、児童健全育
成、学童クラブ事業ほか
選考 プロポーザル方式。▶1次…書類、▶2次…
プレゼンテーション等
申事前に電話で連絡の上、所定の書類等を7月
27日㈪までに直接、問合せ先へ。
●現地説明会を開催します
　詳しくは、お問い合わせください。
日 7月1日㈬午前10時～11時
申所定の申込書を6月30日㈫午後5時までに
ファックスで問合せ先へ。
問子ども総合センター児童館運営係（新宿7-3-
29、新宿ここ・から広場内）☎（5273）4544・ 
FAX（3232）0666

　Jアラートとは、弾道ミサイル情報、緊急地震速
報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情
報を、区市町村の防災行政無線等を自動起動し
て、国から住民に瞬時に伝達するシステムです。
　緊急時、区民の皆さんへ迅速かつ確実に情報を
伝達するため、Ｊアラートの全国一斉情報伝達訓
練を実施します。防災スピーカーから試験放送が
流れますので、ご理解をお願いします。
日７月１日㈬午前１１時から
試験放送の内容 ▶「これは、Jアラートのテストで
す」（３回）、▶「こちらは、ぼうさい新宿です」
※放送の前後にチャイム音が流れます。
問危機管理課地域防災係☎（5273）3874

日▶①7月7日㈫午後3時〜5時、▶②17日㈮午
後2時30分～4時
場 申傍聴を希望する方は当日直接、▶①は区役
所本庁舎5階大会議室、▶②は教育センター（大
久保3-1-2）へ。
問学校運営課幼稚園係☎（5273）3103　

日 7月10日㈮午前10時～12時
場 申傍聴を希望する方は当日直接、区役所本庁
舎6階第2委員会室へ。
問 生涯学習スポーツ課生涯学習スポーツ係
☎（5273）4358

日▶7月16日㈭午前10時～12時、▶27日㈪午
後2時～4時
場 申傍聴を希望する方は当日直接、区役所本庁
舎5階大会議室へ。
問企画政策課☎（5273）3502

日 7月16日㈭午後1時30分～4時
場区役所本庁舎6階第2委員会室
申傍聴を希望する方は7月10日㈮までに電話か
ファックス（11面記入例のとおり記入）で問合せ先へ。
問景観・まちづくり課☎（5273）3831・FAX（3209）
9227

日 7月22日㈬午後2時から
場区役所本庁舎5階大会議室
申傍聴を希望する方は7月21日㈫までに電話か
ファックス（11面記入例のとおり記入）で問合せ先へ。
問 都市計画課都市計画係☎（5273）3527・ 
FAX（3209）9227

　チャドクガの幼虫の毛に触れると激しいかゆみ
に襲われ発疹ができます。
主な注意点 ▶素手で触らない（抜け殻・死骸を含
む）、▶刺されたと感じたらセロハンテープ等で毛
を取り除きせっけんでよく洗う、▶市販の薬剤で
幼虫を駆除する（特別出張所で噴霧器の貸し出し
あり（薬剤の貸し出しはなし））
問みどり公園課みどりの係☎（5273）3924

　耐震化に向けて技術者派遣や耐震改修工事等
の助成制度が利用できます。
　要件等詳しくは、新宿区ホームペー
ジ（右二次元コード）をご覧ください。
●耐震化支援事業の説明動画を配信しています
　区公式YouTubeチャンネル「新宿区公式チャン
ネル」（新宿区ホームページ（右二次元
コード）からリンク）で視聴できます。
●耐震フォローアップ訪問を実施します
　区の耐震化支援事業を活用して耐震診断等を実

施し、耐震改修工事に至っていない木造住宅を対
象に、耐震化に向けたアドバイスを戸別訪問で実施
します。詳しくは、お問い合わせください。
問防災都市づくり課☎（5273）3829

●保護者会・家庭教育講座にご参加を
　家庭の教育力向上のため、お子さんの教育につ
いて考える機会を持ち、保護者同士や地域とのつ
ながりを広げてみませんか。
●事業主（雇用主）の方へ
　区では、働く保護者が保護者会等の学校行事や
PTA活動等に参加できる環境づくりを支援し、家
庭教育に積極的に関われるよう、ワーク・ライフ・バ
ランスを推進しています。社員・職員が学校行事等
に参加しやすいよう、休暇の承認や職務の免除等
にご配慮をお願いします。
問 教育支援課地域連携・家庭教育推進係
☎（3232）1078

　同運動は、犯罪や非行の防止と罪を犯した人た
ちの立ち直りについて理解を深め、犯罪や非行の
ない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
　区では、同運動新宿区推進委員会を設置し、保
護司会・地区青少年育成委員会などの区内関係
団体・機関等と共に青少年の健全育成と人間性豊
かな地域づくりを目指した運動を展開します。
問子ども家庭課企画係☎（5273）4261

●�学生や失業等で国民年金保険料の納付が�
難しい方へ

　申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼっ
て申請できます。
▶免除…本人・配偶者・世帯主の所得で審査します。
承認された期間は年金受給の資格期間になります。
▶納付猶予（50歳未満の方が対象）・学生納付特
例…納付猶予は本人と配偶者の所得、学生納付
特例は本人の所得で審査します。承認された期間
は、老齢基礎年金の受給額に反映されません。
問 ▶新宿年金事務所（新宿5-9-2）☎（3354）
5048、▶区医療保険年金課年金係☎（5273）
4338
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